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1  重要な会計方針

(1)  有形固定資産等の評価基準及び評価方法

① 有形固定資産･･･････････････････････････････取得原価

  ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。

 ア 昭和 59 年度以前に取得したもの･･･････････再調達原価

  ただし、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額１円としています。

 イ 昭和 60 年度以後に取得したもの

取得原価が判明しているもの･････････････････取得原価

取得原価が不明なもの ･････････････････････再調達原価

   ただし、取得原価が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額１円としています。

② 無形固定資産･･･････････････････････････････原則として取得原価

  ただし、開始時の取得原価が不明なものは再調達原価としています。

 (2)  有価証券等の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的有価証券･･･････････････････････該当なし

② 満期保有目的有価証券以外の有価証券･････････会計年度末における市場価格

③ 出資金･････････････････････････････････････出資金額

 (3)  有形固定資産等の減価償却の方法

① 有形固定資産･････････････････････････････････････････････定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物 15 年～50 年

工作物 8 年～75 年

物品・車両      3 年～15 年

② 無形固定資産･････････････････････････････････････････････定額法

 (4)  引当金の計上基準及び算定方法

① 徴収不能引当金

未収金については、過去５年間の平均不納欠損率により、徴収不能見込額を計上してい

ます。

長期延滞債権については、過去５年間の平均不納欠損率により、徴収不能見込額を計上

しています。

② 退職手当引当金

期末自己都合要支給額に、退職手当債務から組合への加入時以降の負担金の累計額から

既に職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に、組合における積立金

額の運用益のうち本町へ按分される額を加算した額を控除した額を計上しています。

ただし、一部の連結対象団体においては、主として期末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき計上しています。

③ 賞与等引当金

翌年度６月支給の期末手当、勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額に

ついて、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。
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（5）消費税等の会計処理

  消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

  ただし、一部の連結対象団体（会計）については、税抜方式によっています。

（6）連結対象団体（会計）の決算日が一般会計等と異なる場合の処理

  決算日と連結決算日の差異が３カ月を超えない連結対象団体については当該連結対象

団体の決算を基礎として連結手続を行っています。

2  重要な会計方針の変更等

(1)  会計方針の変更

変更はありません。

(2)  表示方法の変更

変更はありません。

3  重要な後発事象

該当はありません。

4  追加情報

(1)  連結財務書類の対象となる会計 （団体）

団体（会計）名 区分 連結方法

一般会計 一般会計等 －

町有温泉事業特別会計 一般会計等 －

奨学資金貸付事業特別会計 一般会計等 －

国民健康保険事業特別会計 地方公営事業会計 全部連結

介護保険事業特別会計 地方公営事業会計 全部連結

後期高齢者医療事業特別会計 地方公営事業会計 全部連結

農業集落排水事業特別会計 地方公営企業会計（法非適用） 全部連結

生活排水処理事業特別会計 地方公営企業会計（法非適用） 全部連結

水道事業会計 地方公営企業会計（法適用） 全部連結

水俣芦北広域行政事務組合 一部事務組合・広域連合 比例連結

熊本県市町村総合事務組合 一部事務組合・広域連合 比例連結

熊本県後期高齢者広域連合 一部事務組合・広域連合 比例連結

御立岬 第三セクター 全部連結

あしきたマリンサービス 第三セクター 全部連結

 連結の方法は次のとおりです。

①  一部事務組合・広域連合は、各構成団体の経費負担割合に基づき比例連結の対象とし

ています。

② 第三セクターは、出資割合が 50％を超える団体は、全部連結の対象としています。
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(2) 出納整理期間

地方自治法第 235 条の 5 に基づき出納整理期間が設けられている会計においては、

出納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数と

しています。
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